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流山市指定介護予防支援の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準等を定める条例（案）及び解説  

条例（案）  解説  

（趣旨）  

第１条  この条例は、介護保険法（平成９年法律第

１２３号。以下「法」という。）第５９条第１項

第１号並びに第１１５条の２４第１項及び第２項

の規定に基づき、指定介護予防支援の事業の人員

及び運営並びに指定介護予防支援に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

るとともに、法第１１５条の２２第２項第１号の

規定に基づき、指定介護予防支援事業者の指定に

必要な申請者の要件を定めるものとする。  

本条例の制定の趣旨を規定したものです。  

本条例は、次に掲げる介護保険法（平成９年法律

第１２３号）の条例委任の規定を受けて定める条例

であることを規定したものです。  

（１）介護保険法第１１５条の２４第１項及び第２

項  指定介護予防支援に従事する従業者の資格

に関する基準及び配置する従業者の員数に関す

る基準、指定介護予防支援の事業の運営に関す

る基準並びに介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準を条例委任  

（２）介護保険法第１１５条の２２第２項第１号  

指定介護予防支援事業者の指定に関する基準の

うち、申請者の法人格の有無に係る基準を条例

委任  

（定義）  

第２条  この条例で使用する用語の意義は、特に定

める場合を除き、法並びに地域の自主性及び自立

性を高めるための改革の推進を図るための関係法

律の整備に関する法律 (平成２５年法律第４４号 )

の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づ

き、地域の自主性及び自立性を高めるための改革

の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に

関する省令（平成２５年厚生労働省令第１０５号。

以下「整備省令」という。）による改正後の介護

保険施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以

下「施行規則」という。）及び整備省令による改

正後の指定介護予防支援等の事業の人員及び運営

並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年

厚生労働省令第３７号。以下「基準省令」とい

う。）において使用する用語の例による。  

 本条例で使用する用語の定義を規定しています。

本条例を規定する元となっている介護保険法、介護

保険法施行規則及び指定介護予防支援等の事業の人

員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準（以下

「基準省令」という。）との整合を図るようにして

います。  

 なお、本条例第６条において、指定介護予防支援

等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準の条文を引用することから、これらの法令に

ついては、本条例の制定時の状態のものを指すよう

に規定しています。  

 国は、市が本条例を定めるに当たっての基準を省

令で示しています。当該基準と条例で定める内容と

が異なることに対する許容の範囲は、次のように決

まっています。  

（１）参酌すべき基準  市が十分に参酌した結果と

してであれば、地域の実情に応じて異なる内容

を定めることが許容される。  

（２）従うべき基準  条例の内容は必ず適合しなけ

ればならない基準であり、当該基準に従う範囲

内において地域の実情に応じた内容を定めるこ

とは許容されるが、異なる内容を定めることは

許されない。  

（指定介護予防支援事業者の指定に係る申請者の

要件）  

指定介護予防支援の事業の指定をするに当たり、

当該指定を申請できる者は、法人であることを規定  
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第３条  法第１１５条の２２第２項第１号の条例で

定める者は、法人とする。  

するものです。（従うべき基準）  

（指定介護予防支援の事業に係る基本方針）  

第４条  指定介護予防支援の事業は、その利用者が

可能な限りその居宅において、自立した日常生活

を営むことのできるように配慮して行われるもの

でなければならない。  

介護予防支援は、要支援者が介護予防サービス、

地域密着型介護予防サービス及び介護予防に資する

保健医療・福祉サービスを適切に利用できるよう介

護予防ケアマネジメントを行うものであり、これを

行うものとして市長の指定を受けた者から介護予防

支援を受けた要支援者には介護予防サービス計画費

が支給されます。  

本条は、当該指定を受けた指定介護予防支援の事

業の趣旨及び基本的な方針を定めています。  

指定介護予防支援の事業は、利用者がその居宅に

おいて自立した日常生活を継続することを実現する

ために提供するものです。提供に当たっては、高齢

者自身によるサービスの選択など利用者の主体性を

尊重し、保険、医療及び福祉サービスの総合的かつ

効率的に活用し、並びに提供するサービスの種類及

び事業者の選択を公正中立に行い、並びに地域にお

ける様々な取組との連携に努める必要があります。

（参酌すべき基準）  

２  指定介護予防支援の事業は、利用者の心身の状

況、その置かれている環境等に応じて、利用者の

選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された

目標を達成するために、適切な保健医療サービス

及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な

事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう

配慮して行われるものでなければならない。  

３  指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援

の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊

重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供

される指定介護予防サービス等が特定の種類又は

特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着

型介護予防サービス事業者に不当に偏ることのな

いよう、公正中立に行わなければならない。  

 

４  指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当た

っては、本市、地域包括支援センター、老人福祉

法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の７の

２に規定する老人介護支援センター、指定居宅介

護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介

護保険施設、住民による自発的な活動によるサー

ビスを含めた地域における様々な取組を行う者等

との連携に努めなければならない。  

 

（秘密保持）  

第５条  指定介護予防支援事業所の担当職員その他

の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り

得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはなら

ない。当該事業所の従業者でなくなった後におい

ても、また、同様とする。  

本条は、指定介護予防支援事業所の担当職員その

他の従業者（以下「従業者等」という。）であった

者が離職等により当該事業所の従業者等でなくなっ

た後においても、その業務上知り得た当該事業所の

利用者又はその家族（以下「利用者等」という。）

の秘密を漏えいしてはならないことを規定したもの

です。従事者等は業務上において、利用者等の個人

情報に頻繁に触れることとなります。基準省令第２２

条においては、従業者等である者が利用者等の秘密

を漏らさないこと、従業者等であった者が秘密を漏

らさないよう指定介護予防支援事業者が措置を講じ

ること及び利用者等の個人情報を用いる場合には、  
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 同意をあらかじめ文書により得ることを定めており、

同条を引用している本条例第６条においても同様の

規定をしています。これにより従業者等であった者

に対しても間接的に秘密を漏らすことないようにす

ることを求めていますが、本条例においては、従業

員等であった者に対しても秘密を漏らさないよう直

接的に定め、従業者等であった者が負う秘密の保持

に関する義務をより明確に分かりやすいものとなる

ように基準省令の秘密の保持の規定に条文を加える

ものです。  

基準省令第２２条の規定は、従うべき基準として

定められた規定ですが、条例に定める内容は同条の

従うべき範囲内で定められているものです。  

なお、平成２５年４月１日に施行している指定地

域密着型（介護予防）サービスに係る基準を定めた

条例においても同様の規定をしており、当該条例と

の整合を図っています。  

（指定介護予防支援の事業に関するその他の基

準）  

第６条  前２条に定めるもののほか、指定介護予防

支援の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支

援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準は、基準省令の定めるところによる。  

本条は、前２条に規定した基準以外の基準省令の

規定に従い、又は参酌して定める基準については、

これまで基準省令で定める基準に基づいて、市が事

業者を指定し、指定介護予防支援事業者によりサー

ビスが利用者に提供されてきており、一定の評価を

得ていることを鑑みて、基準省令で定める基準と整

合をとったものです。  

引用する基準省令は、本条例の制定時点（地域の

自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図る

ための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に

伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令（平成

２５年厚生労働省令第１０５号）による改正がされ

た時点）の基準としています。これは、今後基準省

令の改正がされた際に当該改正により自動的に本条

例の規定が改正されてしまうことを避けるための措

置であり、基準省令が改正された際は、改めて基準

省令で示された基準の内容を検討し、本市の基準を

定める必要があります。  

附  則  

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  

本条例を定めることを委任する法律の条文は、平

成２６年４月１日から施行されています。ただし、

同日から１年を超えない期間においては、市の条例

が定まるまでは、省令で定める基準を市の基準とみ

なす経過措置がされていることから、この経過措置

を利用し、平成２７年４月１日を本条例の施行日と

しています。  

 


